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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１通信方式の移動管理装置が、第２通信方式の移動交換局からの呼び出し要求信号に
応じて送信された呼び出し信号を受信した移動端末から、前記移動交換局への接続を要求
する接続要求信号を受信する工程と、
　前記移動管理装置が、前記移動端末からの前記接続要求信号に応じて、前記移動交換局
からの前記呼び出し要求信号に含まれるマルチレベル優先度に基づいて、前記第１通信方
式のベアラを確立するための優先度を設定する工程と、
　前記移動管理装置が、前記第１通信方式の無線基地局に対して、設定された前記優先度
を含み、前記移動端末の通信方式を前記第１通信方式から前記第２通信方式に切り替える
ことを要求する切り替え要求信号を送信する工程と、
　前記無線基地局が、前記切り替え要求信号に含まれる前記優先度で、前記第１通信方式
のベアラを確立する工程と、
　前記移動端末の通信方式を前記第１通信方式から前記第２通信方式に切り替える工程と
、
を有することを特徴とする移動通信方法。
【請求項２】
　前記移動端末の通信方式を前記第１通信方式から前記第２通信方式に切り替える工程は
、前記切り替え要求信号に含まれる前記優先度に従って、前記第２通信方式のベアラを確
立する工程を含むことを特徴とする請求項１に記載の移動通信方法。
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【請求項３】
　前記移動端末の通信方式を前記第１通信方式から前記第２通信方式に切り替える工程は
、前記切り替え要求信号に含まれる前記優先度に従わずに、前記第２通信方式のベアラを
確立する工程を含むことを特徴とする請求項１に記載の移動通信方法。
【請求項４】
　第１通信方式の移動管理装置であって、
　第２通信方式の移動交換局からの呼び出し要求信号に応じて送信された呼び出し信号を
受信した移動端末から、前記移動交換局への接続を要求する接続要求信号を受信する受信
部と、
　前記前記移動端末からの前記接続要求信号に応じて、前記移動交換局からの前記呼び出
し要求信号に含まれるマルチレベル優先度に基づいて、前記第１通信方式のベアラを確立
するための優先度を設定する設定部と、
　前記第１通信方式の無線基地局に対して、設定された前記優先度を含み、前記移動端末
の通信方式を前記第１通信方式から前記第２通信方式に切り替えることを要求する切り替
え要求信号を送信する送信部と、
を具備することを特徴とする移動管理装置。
【請求項５】
　前記設定部は、前記マルチレベル優先度に基づいて、前記第１通信方式のベアラに加え
て、前記第２通信方式のベアラを確立するための優先度を設定することを特徴とする請求
項４に記載の移動管理装置。
【請求項６】
　前記設定部は、前記マルチレベル優先度に基づいて、前記第１通信方式のベアラを確立
するためだけの優先度を設定することを特徴とする請求項４に記載の移動管理装置。
【請求項７】
　第１通信方式の無線基地局であって、
　前記第１通信方式の移動管理装置から、移動端末の通信方式を前記第１通信方式から第
２通信方式に切り替えることを要求する切り替え要求信号を受信する受信部と、
　前記切り替え要求信号に応じて、前記第１通信方式のベアラの確立処理を行う確立処理
部と、を具備し、
　前記切り替え要求信号は、第２通信方式の移動交換局からの呼び出し要求信号に含まれ
るマルチレベル優先度に基づいて設定された前記第１通信方式のベアラを確立するためだ
けの優先度を含み、
　前記確立処理部は、前記切り替え要求信号に含まれる前記優先度で、前記第１通信方式
のベアラの確立処理を行うことを特徴とする無線基地局。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＣＳフォールバック処理を利用した着信制御を行うための移動通信方法、移
動管理装置及び無線基地局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＣＳ（Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｓｗｉｔｈｃｅｄ）フォールバック処理を利用した着信
制御方式が検討されている（例えば、非特許文献１）。かかる着信制御方式では、回線交
換方式の着信信号が受信された場合、回線交換方式をサポートしないＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　
Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）システムに在圏する移動端末が、回線交換方式をサポー
トするＵＴＲＡＮ/ＧＥＲＡＮ（ＵＴＲＡＮ：Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉ
ａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ、ＧＥＲＡＮ：ＧＳＭ　ＥＤＧＥ　Ｒ
ａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）システムへのハンドオーバを行うことによっ
て、当該着信信号の着信処理を行う。
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【０００３】
　また、かかる音声着信方式では、回線交換方式の着信信号が受信された場合で、かつ、
ＬＴＥシステムに在圏する移動端末がアイドル状態である場合には、当該アイドル状態の
移動端末は、ＬＴＥ方式の無線アクセスベアラ（Ｅ－ＲＡＢ：ＥＰＳ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｂｅａｒｅｒ）を確立した上で、ＬＴＥシステムからＵＴＲＡＮ／ＧＥＲＡＮ
システムへのハンドオーバを行い、当該着信信号の着信処理を行う。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ２３．２７２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述の着信制御方式では、回線交換方式の着信信号に対してマルチレベ
ルの優先度が設定されている場合であっても、ＬＴＥシステムに在圏するアイドル状態の
移動端末に対して、ネットワークが当該マルチレベルの優先度を考慮して、ＬＴＥ方式の
無線アクセスベアラ（Ｅ－ＲＡＢ）を確立することができず、無線の混雑時などに優先度
に応じたＣＳフォールバック処理ができないという問題点があった。
【０００６】
　本発明は、かかる問題点に鑑みてなされたものであり、回線交換方式の着信信号に対し
てマルチレベルの優先度が設定されている場合、ＬＴＥシステムに在圏するアイドル状態
の移動端末に対して、ネットワークが当該マルチレベルの優先度を考慮して、ＬＴＥ方式
の無線アクセスベアラ（Ｅ－ＲＡＢ）を確立可能とする移動通信方法、移動管理装置及び
無線基地局を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１側面に係る移動通信方法は、第１通信方式の移動管理装置が、第２通信方
式の移動交換局からの呼び出し要求信号に応じて送信された呼び出し信号を受信した移動
端末から、前記移動交換局への接続を要求する接続要求信号を受信する工程と、前記移動
管理装置が、前記移動端末からの前記接続要求信号に応じて、前記移動交換局からの前記
呼び出し要求信号に含まれるマルチレベルの優先度に基づいて、前記第１通信方式のベア
ラを確立するための優先度を設定する工程と、前記移動管理装置が、前記第１通信方式の
無線基地局に対して、設定された前記優先度を含み、前記移動端末の通信方式を前記第１
通信方式から前記第２通信方式に切り替えることを要求する切り替え要求信号を送信する
工程と、前記無線基地局が、前記切り替え要求信号に含まれる前記優先度で、前記第１通
信方式のベアラを確立する工程と、前記移動端末の通信方式を前記第１通信方式から前記
第２通信方式に切り替える工程と、を有することを要旨とする。
【０００８】
　この構成によれば、第２通信方式の移動交換局で受信された着信信号に対してマルチレ
ベルの優先度が設定されている場合、当該マルチレベルの優先度と同じレベルの優先度を
示すように、第１通信方式のベアラを確立するための優先度が設定される。したがって、
第２通信方式の移動交換局で受信された着信信号に設定されたマルチレベルの優先度を考
慮して、第１通信方式のベアラを確立することができる。この結果、第２通信方式の移動
交換局で高い優先度の着信信号が受信された場合に、第１通信方式のベアラの確立失敗に
よるＣＳフォールバック処理失敗を防止できる。
【０００９】
　本発明の第２側面に係る移動管理装置は、第１通信方式の移動管理装置であって、第２
通信方式の移動交換局からの呼び出し要求信号に応じて送信された呼び出し信号を受信し
た移動端末から、前記移動交換局への接続を要求する接続要求信号を受信する受信部と、
前記移動端末からの前記接続要求信号に応じて、前記移動交換局からの前記呼び出し要求
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信号に含まれるマルチレベル優先度に基づいて、前記第１通信方式のベアラを確立するた
めの優先度を設定する設定部と、前記第１通信方式の無線基地局に対して、設定された前
記優先度を含み、前記移動端末の通信方式を前記第１通信方式から前記第２通信方式に切
り替えることを要求する切り替え要求信号を送信する送信部と、を具備することを要旨と
する。
【００１０】
　本発明の第３側面に係る無線基地局は、第１通信方式の無線基地局であって、前記第１
通信方式の移動管理装置から、移動端末の通信方式を前記第１通信方式から第２通信方式
に切り替えることを要求する切り替え要求信号を受信する受信部と、前記切り替え要求信
号に応じて、前記第１通信方式のベアラの確立処理を行う確立処理部と、を具備し、前記
切り替え要求信号は、第２通信方式の移動交換局からの呼び出し要求信号に含まれるマル
チレベル優先度に基づいて設定された前記第１通信方式のベアラを確立するためだけの優
先度を含み、前記確立処理部は、前記切り替え要求信号に含まれる前記優先度で、前記第
１通信方式のベアラの確立処理を行うことを要旨とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、回線交換方式の着信信号に対してマルチレベルの優先度が設定されて
いる場合、ＬＴＥシステムに在圏するアイドル状態の移動端末に対して、ネットワークが
当該マルチレベルの優先度を考慮して、ＬＴＥ方式の無線アクセスベアラ（Ｅ－ＲＡＢ）
を確立可能とする移動通信方法及び移動管理装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１の実施形態に係る移動通信システムの概略構成図である。
【図２】第１の実施形態に係る「ｅＭＬＰＰ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ」と「ＡＲＰ」との対応
テーブルの一例を示す図である。
【図３】第１の実施形態に係るＣＳフォールバック動作を示す概略図である。
【図４】第１の実施形態に係るＣＳフォールバック動作を示すシーケンス図である。
【図５】変更例１に係るＣＳフォールバック動作を示すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１４】
［第１の実施形態］
＜移動通信システムの構成＞
　図１は、第１の実施形態に係る移動通信システムの概略構成図である。図１に示すよう
に、移動通信システムは、ＵＴＲＡＮ／ＧＥＲＡＮ方式（第２通信方式）の無線アクセス
ネットワークであるＵＴＲＡＮ／ＧＥＲＡＮ１と、ＵＴＲＡＮ／ＧＥＲＡＮ方式に対応し
たコアネットワークであるＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏ
ｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）／ＧＰＲＳ（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ
　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）コアネットワーク２と、ＬＴＥ方式（第１通信方式）の
無線アクセスネットワークであるＥ－ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ－ＵＴＲＡＮ）３と、
ＬＴＥ方式に対応したコアネットワークであるＥＰＣ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　
Ｃｏｒｅ）４と、を含む。
【００１５】
　図１に示す移動通信システムにおいて、ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）１０は
、ＵＴＲＡＮ／ＧＥＲＡＮ方式とＬＴＥ方式との双方で通信可能な無線通信端末であり、
例えば、携帯電話端末、ノートパソコンなどである。
【００１６】
　ＵＴＲＡＮ／ＧＥＲＡＮ１には、ＵＴＲＡＮ／ＧＥＲＡＮ方式を用いてＵＥ１０と無線
通信を行う無線基地局であるＮｏｄｅＢ２０と、ＵＥ１０とＮｏｄｅＢ２０との無線通信
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を制御するＲＮＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）３０とが設け
られる。
【００１７】
　ＵＭＴＳ／ＧＰＲＳコアネットワーク２には、ＵＥ１０の音声通信のための回線交換処
理を行うＭＳＣ（Ｍｏｂｉｌｅ－Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ
）／ＶＬＲ（Ｖｉｓｉｔｏｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）４０（移動交換局
）と、ＵＥ１０のパケット通信のためのパケット交換処理を行うＳＧＳＮ（Ｓｅｒｖｉｎ
ｇ　ＧＰＲＳ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ）５０とが設けられる。ＭＳＣ／ＶＬＲ４０は
、Ｉｕ－ＣＳインタフェースを介して、ＲＮＣ３０に接続される。また、ＳＧＳＮ５０は
、Ｉｕ－ＰＳインタフェースを介して、ＲＮＣ３０に接続される。
【００１８】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮ３には、ＬＴＥ方式を用いてＵＥ１０と無線通信を行う無線基地局であ
るｅＮｏｄｅＢ６０が設けられる。
【００１９】
　ＥＰＣ４には、Ｅ－ＵＴＲＡＮ３とのＵプレーンの接続点となるＳＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎ
ｇ　Ｇａｔｅｗａｙ）７０と、ＩＰサービス・ネットワーク（不図示）との接続点となる
ＰＧＷ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｇａｔｅｗａｙ）８０と、ＵＥ１０
の移動管理を行うＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎ
ｔ）９０（移動管理装置）と、が設けられる。ＳＧＷ７０は、Ｓ１－Ｕインタフェースを
介してｅＮｏｄｅＢ６０に接続されるとともに、Ｓ５／Ｓ８インタフェースを介してＰＧ
Ｗ８０に接続される。また、ＳＧＷ７０は、Ｓ１１インタフェースを介して、ＭＭＥ９０
に接続される。さらに、ＳＧＷ７０は、Ｓ４インタフェースを介して、ＵＭＴＳ／ＧＰＲ
Ｓコアネットワーク２のＳＧＳＮ５０に接続される。ＭＭＥ９０は、Ｇｓインタフェース
を介して、ＭＳＣ／ＶＬＲ４０に接続される。また、ＭＭＥ９０は、Ｓ３インタフェース
を介して、ＳＧＳＮ５０に接続される。
【００２０】
　図１に示す移動通信システムにおいて、ＵＭＴＳ／ＧＰＲＳコアネットワーク２のＭＳ
Ｃ／ＶＬＲ４０が、Ｅ－ＵＴＲＡＮ３に在圏するＵＥ１０に対する着信信号が受信された
場合、ＵＥ１０のＣＳフォールバック処理が行われる。
【００２１】
　具体的には、ＣＳフォールバック処理において、ＥＰＣ４のＭＭＥ９０は、ＵＭＴＳ／
ＧＰＲＳコアネットワーク２のＭＳＣ／ＶＬＲ４０から「Ｐａｇｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ
」（呼び出し要求信号）を受信する。ＭＭＥ９０は、「Ｐａｇｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」
に応じて、ＵＥ１０の位置登録エリア群のｅＮｏｄｅＢ６０に対して「Ｐａｇｉｎｇ」（
呼び出し信号）を送信する。ＭＭＥ９０は、「Ｐａｇｉｎｇ」を受信したＵＥ１０から、
ＭＳＣ／ＶＬＲ４０への接続を要求する「Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔ」（接続要求信号）を受信する。
【００２２】
　また、ＭＭＥ９０は、ＵＥ１０からの「Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔ」に応じて、ＭＳＣ／ＶＬＲ４０から受信した「Ｐａｇｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」
に含まれる「ｅＭＬＰＰ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｍｕｌｔｉ―Ｌｅｖｅｌ　Ｐｒｅｃｅｄｅ
ｎｃｅ　ａｎｄ　Ｐｒｅ―ｅｍｐｔｉｏｎ）　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ」に基づいて、「ＡＲＰ
（Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｒｅｔｅｎｔｉｏｎ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ）」を設定す
る。
【００２３】
　ここで、「ｅＭＬＰＰ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ」（マルチレベル優先度）とは、ＵＭＴＳ／
ＧＰＲＳコアネットワーク２のＭＳＣ／ＶＬＲ４０で受信された着信信号に設定されたマ
ルチレベルの優先度を示すものである。また、「ＡＲＰ」とは、後述する「Ｅ－ＲＡＢ（
ＥＰＳ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｂｅａｒｅｒ）」を確立するためのマルチレベルの
優先度である。「ｅＭＬＰＰ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ」と「ＡＲＰ」とは、同じレベルの優先
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度であっても異なる値が設定される。このため、ＭＭＥ９０は、「ｅＭＬＰＰ　Ｐｒｉｏ
ｒｉｔｙ」が示す優先度と同じレベルの優先度を示すように、「ＡＲＰ」を設定する。
【００２４】
　図２は、ＭＭＥ９０が保持する「ｅＭＬＰＰ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ」と「ＡＲＰ」との対
応テーブルの一例を示す図である。図２に示すように、当該対応テーブルでは、「ｅＭＬ
ＰＰ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ」の値と、「ｅＭＬＰＰ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ」の値が示す優先度
と同じレベルの優先度を示す「ＡＲＰ」の値と、が関連付けて記憶される。例えば、ＭＭ
Ｅ９０は、ＭＳＣ／ＶＬＲ４０から受信した「Ｐａｇｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に含まれ
る「ｅＭＬＰＰ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ」に「１」が設定されている場合、当該対応テーブル
を参照し、「ｅＭＬＰＰ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ」に「１」の優先度と同じレベルの優先度を
示す「９（優先度高）」を「ＡＲＰ」に設定する。
【００２５】
　なお、「ＡＲＰ」は、「Ｐｒｉｏｒｉｔｙ　Ｌｅｖｅｌ」、「Ｐｒｅ－ｅｍｐｔｉｏｎ
　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」、「Ｐｒｅ－ｅｍｐｔｉｏｎ　Ｖｕｌｎｅｒａｂｉｌｉｔｙ」
の情報項目を含んでいてもよい。かかる場合、ＭＭＥ９０は、図２に示す対応テーブルを
参照し、「ＡＲＰ」の「Ｐｒｉｏｒｉｔｙ　Ｌｅｖｅｌ」に対して、「ｅＭＬＰＰ　Ｐｒ
ｉｏｒｉｔｙ」が示す優先度と同じレベルの優先度を示す値を設定する。また、ＭＭＥ９
０は、例えば、「ＡＲＰ」の「Ｐｒｅ－ｅｍｐｔｉｏｎ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」に対し
て、優先度の低い他のベアラリソースを解放させ、強制的にリソース取得を行う手順を起
動してもよいことを示す「ｍａｙ　ｔｒｉｇｇｅｒ　ｐｒｅ－ｅｍｐｔｉｏｎ」を設定し
てもよい。さらに、ＭＭＥ９０は、例えば、「ＡＲＰ」の「Ｐｒｅ－ｅｍｐｔｉｏｎ　Ｖ
ｕｌｎｅｒａｂｉｌｉｔｙ」に対して、他のベアラリソース要求などに起因する強制的な
リソース解放の対象ベアラではないことを示す「ｎｏｔ　ｒｅ－ｅｍｐｔａｂｌｅ」を設
定してもよい。
【００２６】
　ＭＭＥ９０は、以上のように設定した「ＡＲＰ」を含む「Ｓ１ＡＰ：Ｉｎｉｔｉａｌ　
Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ」（切り替え要求信号）をｅＮｏｄｅＢ６０に送信する。ｅ
ＮｏｄｅＢ６０は、「Ｓ１ＡＰ：Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ」に含ま
れる「ＡＲＰ」に従って、「Ｅ－ＲＡＢ」を確立する。
【００２７】
　ここで、「Ｅ－ＲＡＢ」とは、ｅＮｏｄｅＢ６０を介してＵＥ１０とＳＧＷ７０との間
に設定されるＬＴＥ方式の無線アクセスベアラである。アイドル状態のＵＥ１０は、「Ｅ
－ＲＡＢ」を確立した上で、ｅＮｏｄｅＢ６０からＮｏｄｅＢ２０へのハンドオーバを行
う。かかるハンドオーバにおいて、ＵＥ１０は、上述の「Ｅ－ＲＡＢ」を解放して、Ｎｏ
ｄｅＢ２０とＲＮＣ３０とＳＧＳＮ５０とを介してＵＥ１０とＳＧＷ７０との間に「ＲＡ
Ｂ：Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｂｅａｒｅｒ」を確立する。「ＲＡＢ」とは、Ｎｏｄｅ
Ｂ２０とＲＮＣ３０とＳＧＳＮ５０とを介してＵＥ１０とＳＧＷ７０との間に設定される
ＵＴＲＡＮ／ＧＥＲＡＮ方式の無線アクセスベアラである。かかるハンドオーバにより、
ＵＥ１０の通信方式がＬＴＥ方式からＵＴＲＡＮ／ＧＥＲＡＮ方式に切り替えられ、ＵＥ
１０は、ＵＭＴＳ／ＧＰＲＳコアネットワーク２のＭＳＣ／ＶＬＲで受信された着信信号
の着信処理を行う。
【００２８】
　以上のように、図１に示す移動通信システムでは、ＵＭＴＳ／ＧＰＲＳコアネットワー
ク２のＭＳＣ／ＶＬＲ４０で受信された着信信号に設定された優先度を示す「ｅＭＬＰＰ
　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ」に従って、「Ｅ－ＲＡＢ」を確立することが可能となる。したがっ
て、ＭＳＣ／ＶＬＲ４０で高い優先度の着信信号が受信された場合に、アイドル状態のＵ
Ｅ１０が、「Ｅ－ＲＡＢ」の確立失敗によるＣＳフォールバック処理失敗を防止できる。
【００２９】
　なお、図１に示す移動通信システムにおいて、Ｅ－ＵＴＲＡＮ３は、ＬＴＥ－Ａｄｖａ
ｂｃｅｄ方式、Ｂｅｙｏｎｄ－ＬＴＥ方式、Ｗｉｍａｘ（Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅ
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ｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ）方式、無線Ｌ
ＡＮ方式などの無線アクセスネットワークであってもよい。また、図２に示す対応テーブ
ルは、ＭＭＥ９０の記憶部に保持されるものであってもよいし、ＭＭＥ９０にインストー
ルされたプログラムによって実現されるものであってもよい。
【００３０】
＜移動通信システムの動作＞
　次に、図３及び４を参照し、以上のように構成された第１の実施形態に係る移動通信シ
ステムの動作について説明する。
【００３１】
　図３及び４は、第１の実施形態に係る移動通信システムにおけるＣＳフォールバック動
作を示す概略図及びシーケンス図である。なお、図３及び４の開始時において、ＵＥ１０
は、アイドル状態であり、確立されていた「Ｅ－ＲＡＢ」を解放しているものとする。ま
た、図３において、図４に記載のステップＳ１０５、Ｓ１０７、Ｓ１０８、Ｓ１１０、Ｓ
１１１、Ｓ１１５の図示は、省略されている。また、図４において、図３に記載のＳＧＳ
Ｎ５０、ＳＧＷ７０、ＰＧＷ８０の図示は、省略されている。
【００３２】
　図３及４に示すように、ＵＭＴＳ／ＧＰＲＳコアネットワーク２のＭＳＣ／ＶＬＲ４０
は、発信元のＭＳＣから不図示のＧＭＳＣ（Ｇａｔｅｗａｙ　ＭＳＣ）を介して、優先呼
情報を含む「ＩＡＭ（Ｉｎｉｔｉａｌ　Ａｄｄｒｅｓｓ　Ｍｅｓｓａｇｅ）」を受信する
（ステップＳ１０１）。ここで、「ＩＡＭ」は、ＵＥ１０に対する回線交換方式の着信信
号である。また、「ＩＡＭ」に含まれる優先呼情報は、当該着信信号に設定されたマルチ
レベルの優先度を示すものである。
【００３３】
　ＭＳＣ／ＶＬＲ４０は、受信した「ＩＡＭ」に含まれる優先呼情報に対応する「ｅＭＬ
ＰＰ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ」を含む「Ｐａｇｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を、ＥＰＣ４のＭＭ
Ｅ９０に送信する（ステップＳ１０２）。ここで、「Ｐａｇｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」は
、ＵＥ１０の呼び出しを要求する呼び出し要求信号である。また、「ｅＭＬＰＰ　Ｐｒｉ
ｏｒｉｔｙ」は、「ＩＡＭ」に含まれる優先呼情報に対応するものであり、上述のように
、ＭＳＣ／ＶＬＲ４０で受信された着信信号に設定されたマルチレベルの優先度を示すも
のである
【００３４】
　ＭＭＥ９０は、ＭＳＣ／ＶＬＲ４０から受信した「Ｐａｇｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に
応じて、ＵＥ１０が在圏する位置登録エリア群のｅＮｏｄｅＢ６０に対して、「Ｐａｇｉ
ｎｇ」を送信する（ステップＳ１０３）。ここで、「Ｐａｇｉｎｇ」は、ＵＥ１０を呼び
出す呼び出し信号である。
【００３５】
　ｅＮｏｄｅＢ６０は、ＵＥ１０に対して、ＭＭＥ９０から受信した「Ｐａｇｉｎｇ」を
送信する（ステップＳ１０４）。ＵＥ１０は、ｅＮｏｄｅＢ６０から受信した「Ｐａｇｉ
ｎｇ」に応じて、ｅＮｏｄｅＢ６０との間でＲＲＣコネクションの設定処理を行う（ステ
ップＳ１０５）。
【００３６】
　ＵＥ１０は、ｅＮｏｄｅＢ６０とのＲＲＣコネクションの設定処理が完了すると、ＭＭ
Ｅ９０に対して、「Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する（
ステップＳ１０６）。ここで、「Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」
は、ＵＥ１０がＭＳＣ／ＶＬＲ４０への接続を要求する接続要求信号である。
【００３７】
　ＭＭＥ９０は、ＭＳＣ／ＶＬＲ４０に対して、ＵＥ１０から受信した「Ｅｘｔｅｎｄｅ
ｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に応じて、「Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」
を送信する（ステップＳ１０７）。
【００３８】
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　ＭＭＥ９０は、ステップＳ１０２で受信した「Ｐａｇｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に含ま
れる「ｅＭＬＰＰ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ」に基づいて、「ＡＲＰ」の設定処理を行う（ステ
ップＳ１０８）。具体的には、ＭＭＥ９０は、図２に示す対応テーブルを参照し、「ｅＭ
ＬＰＰ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ」が示す優先度と同じレベルの優先度を示すように、「ＡＲＰ
」を設定する。なお、「ＡＲＰ」は、上述のように、「Ｅ－ＲＡＢ」を確立するためのマ
ルチレベルの優先度であり、後述するように、ＵＴＲＡＮ／ＧＥＲＡＮ方式の「ＲＡＢ」
を確立するためのマルチレベルの優先度としても用いられる。
【００３９】
　ＭＭＥ９０は、ｅＮｏｄｅＢ６０に対して、設定された「ＡＲＰ」と「ＣＳ　Ｆａｌｌ
ｂａｃｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ」とを含む「Ｓ１ＡＰ：Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ
　Ｓｅｔｕｐ」を送信する（ステップＳ１０９）。ここで、「Ｓ１ＡＰ：Ｉｎｉｔｉａｌ
　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ」は、「Ｅ－ＲＡＢ」の確立を要求するとともに、ＵＥ１
０をｅＮｏｄｅＢ６０からＮｏｄｅＢ２０へのハンドオーバさせることを示すハンドオー
バ要求信号、すなわち、ＵＥ１０の通信方式をＬＴＥ方式からＵＴＲＡＮ／ＧＥＲＡＮ方
式に切り替えることを要求する切り替え要求信号である。また、「ＣＳ　ＦＡＬＬＢａｃ
ｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ」とは、当該ハンドオーバ要求がＭＳＣ／ＶＬＲ４０において受
信されたＵＥ１０宛ての着信信号に起因するものであることを示す情報である。
【００４０】
　ｅＮｏｄｅＢ６０は、ＭＭＥ９０から受信した「Ｓ１ＡＰ：Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔ
ｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ」に応じて、ＵＥ１０との間で「ＥＰＳ　ＲＢ（ＥＰＳ　Ｒａｄｉｏ
　Ｂｅａｒｅｒ）」の確立処理を行う（ステップＳ１１０）。ここで、「ＥＰＳ　ＲＢ」
とは、ＵＥ１０とｅＮｏｄｅＢ６０との間に設定される無線ベアラであり、上述の「Ｅ－
ＲＡＢ」の一部を構成するものである。具体的には、ｅＮｏｄｅＢ６０は、「Ｓ１ＡＰ：
Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ」に含まれる「ＡＲＰ」が示す優先度に従
ってＵＥ１０に対して無線リソースを割り当てて、割り当てた無線リソースを用いてＵＥ
１０との間に「ＥＰＳ　ＲＢ」を確立する。
【００４１】
　ｅＮｏｄｅＢ６０は、ＵＥ１０との間に「ＥＰＳ　ＲＢ」を確立すると、ＭＭＥ９０に
対して、その旨を示す「Ｓ１ＡＰ：Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｍｅｓｓａｇｅ」を送信する（ス
テップＳ１１１）。以上のように、「ＡＲＰ」が示す優先度に従って、「Ｅ－ＲＡＢ」の
一部を構成する「ＥＰＳ　ＲＢ」を確立し、当該確立が完了したことをｅＮｏｄｅＢ６０
がＭＭＥ９０に通知することにより、図３に示すように、ＵＥ１０とＳＧＷ７０との間に
「Ｅ－ＲＡＢ」が確立される。
【００４２】
　ＵＥ１０とＳＧＷ７０との間に「Ｅ－ＲＡＢ」が確立されると、ＵＥ１０のｅＮｏｄｅ
Ｂ６０からＮｏｄｅＢ２０へのハンドオーバが行われる（ステップＳ１１２）。かかるハ
ンドオーバにおいて、図３に示すように、ＵＥ１０は、ＵＥ１０とＳＧＷ７０との間に確
立された「Ｅ－ＲＡＢ」を解放し、「ＡＲＰ」が示す優先度に従って、ＳＧＳＮ５０等を
介してＵＥ１０とＳＧＷ７０との間に「ＲＡＢ」を確立する。また、かかるハンドオーバ
により、ＵＥ１０の通信方式がＬＴＥ方式からＵＴＲＡＮ／ＧＥＲＡＮ方式に切り替えら
れる。
【００４３】
　ＵＥ１０の通信方式がＬＴＥ方式からＵＴＲＡＮ／ＧＥＲＡＮ方式に切り替えられると
、ＵＥ１０は、ＲＮＣ３０に対して、「Ｐａｇｉｎｇ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信する（
ステップＳ１１３）。ここで、「Ｐａｇｉｎｇ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」は、ＭＭＥ９０から
送信された「Ｐａｇｉｎｇ」に対応する応答信号である。
【００４４】
　ＲＮＣ３０は、ＭＳＣ／ＶＬＲ４０に対して、ＵＥ１０から受信した「Ｐａｇｉｎｇ　
Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信する（ステップＳ１１４）。ＭＳＣ／ＶＬＲ４０は、ＲＮＣ３
０から「Ｐａｇｉｎｇ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を受信すると、ステップＳ１０１で受信され
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た「ＩＡＭ」に応じた着信処理をＵＥ１０との間で行う（ステップＳ１１５）。
【００４５】
＜作用・効果＞
　第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、ＵＭＴＳ／ＧＰＲＳコアネットワー
ク２のＭＳＣ／ＶＬＲ４０で受信された着信信号に対してマルチレベルの優先度が設定さ
れている場合、当該マルチレベルの優先度と同じレベルの優先度を示すように、「ＡＲＰ
」が設定され、設定された「ＡＲＰ」に従って「Ｅ－ＲＡＢ」が確立される。したがって
、ＭＳＣ／ＶＬＲ４０で高い優先度の着信信号が受信された場合に、「Ｅ－ＲＡＢ」の確
立失敗によるＣＳフォールバック処理失敗を防止できる。
【００４６】
［変更例１］
　次に、変更例１に係る移動通信システムについて、第１の実施形態との相違点を中心に
説明する。変更例１では、ＭＭＥ９０は、「ｅＭＬＰＰ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ」が示す優先
度と同じレベルの優先度を示すように、「Ｅ－ＲＡＢ取得優先情報」を設定する。
【００４７】
　「Ｅ－ＲＡＢ取得優先情報」とは、「Ｅ－ＲＡＢ」を確立するためのマルチレベルの優
先度である。第１の実施形態の「ＡＲＰ」は、ＬＴＥ方式の「Ｅ－ＲＡＢ」とＵＴＲＡＮ
／ＧＥＲＡＮ方式の「ＲＡＢ」との双方を確立するためのマルチレベルの優先度として用
いられた。これに対して、変更例１に係る「Ｅ－ＲＡＢ取得優先情報」は、ＬＴＥ方式の
「Ｅ－ＲＡＢ」のみを確立するためのマルチレベルの優先度として用いられる。
【００４８】
　ＭＭＥ９０は、「Ｐａｇｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に含まれる「ｅＭＬＰＰ　Ｐｒｉｏ
ｒｉｔｙ」が示す優先度と同じレベルの優先度を示すように、「Ｅ－ＲＡＢ取得優先情報
」を設定する。なお、「ｅＭＬＰＰ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ」と「Ｅ－ＲＡＢ取得優先情報」
とが、同じレベルの優先度について同じ値が設定されるものである場合、ＭＭＥ９０は、
「ｅＭＬＰＰ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ」の値をそのまま「Ｅ－ＲＡＢ取得優先情報」に設定す
ればよい。一方、「ｅＭＬＰＰ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ」と「Ｅ－ＲＡＢ取得優先情報」とが
、同じレベルの優先度について異なる値が設定されるものである場合、ＭＭＥ９０は、第
１の実施形態の図２と同様に、「ｅＭＬＰＰ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ」と「Ｅ－ＲＡＢ取得優
先情報」との対応テーブルを保持し、「ｅＭＬＰＰ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ」の値に対応する
値の「Ｅ－ＲＡＢ取得優先情報」を設定すればよい。また、Ｅ－ＲＡＢ取得優先度情報は
、第１実施形態の「ＡＲＰ」と同様の情報構成であってもよい。さらに、Ｅ－ＲＡＢ取得
優先情報は、「Ｅ－ＲＡＢ」を確立するための無線リソースの優先確保を行うレベルや、
当該優先確保によって確保された無線リソースを他のベアラ確立のために用いられるのを
防止する時間である優先確保有効時間などであってもよい。
【００４９】
＜移動通信システムの動作＞
　図５は、変更例１に係る移動通信システムにおけるＣＳフォールバック動作を示すシー
ケンス図である。なお、図５のステップＳ２０１～Ｓ２０７は、図４のステップＳ１０１
～Ｓ１０７と同様であるため、説明を省略する。
【００５０】
　ＭＭＥ９０は、ステップＳ２０２で受信した「Ｐａｇｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に含ま
れる「ｅＭＬＰＰ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ」に基づいて、「Ｅ－ＲＡＢ取得優先情報」の設定
処理を行う（ステップＳ２０８）。具体的には、ＭＭＥ９０は、「ｅＭＬＰＰ　Ｐｒｉｏ
ｒｉｔｙ」が示す優先度と同じレベルの優先度を示すように、「Ｅ－ＲＡＢ取得優先情報
」を設定する。Ｅ－ＲＡＢ取得優先情報は、例えば、ＡＲＰと同じ情報構成であってもよ
いし、優先確保を行うレベルおよび優先確保有効時間（他のベアラ確立のために割り当て
たリソースを取られないようガードする時間）であってもよい。
【００５１】
　ＭＭＥ９０は、ｅＮｏｄｅＢ６０に対して、設定した「Ｅ－ＲＡＢ取得優先情報」を含
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む「Ｓ１ＡＰ：Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ」を送信する（ステップＳ
２０９）。
【００５２】
　ｅＮｏｄｅＢ６０は、ＭＭＥ９０から受信した「Ｓ１ＡＰ：Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔ
ｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ」に応じて、ＵＥ１０との間で「ＥＰＳ　ＲＢ」の確立処理を行う（
ステップＳ２１０）。具体的には、ｅＮｏｄｅＢ６０は、「Ｓ１ＡＰ：Ｉｎｉｔｉａｌ　
Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ」に含まれる「Ｅ－ＲＡＢ取得優先情報」が示す優先度に従
ってＵＥ１０に対して無線リソースを割り当てて、割り当てた無線リソースを用いてＵＥ
１０との間に「ＥＰＳ　ＲＢ」を確立する。
【００５３】
　ｅＮｏｄｅＢ６０は、ＵＥ１０との間に「ＥＰＳ　ＲＢ」を確立すると、ＭＭＥ９０に
対して、その旨を示す「Ｓ１ＡＰ：Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｍｅｓｓａｇｅ」を送信する（ス
テップＳ２１１）。以上のように、「Ｅ－ＲＡＢ取得優先情報」に応じて「Ｅ－ＲＡＢ」
の一部を構成する「ＥＰＳ　ＲＢ」を確立し、当該確立が完了したことをｅＮｏｄｅＢ６
０がＭＭＥ９０に通知することにより、ＵＥ１０とＳＧＷ７０との間に「Ｅ－ＲＡＢ」が
確立される。
【００５４】
　ＵＥ１０とＳＧＷ７０との間に「Ｅ－ＲＡＢ」が確立されると、ＵＥ１０のｅＮｏｄｅ
Ｂ６０からＮｏｄｅＢ２０へのハンドオーバが行われる（ステップＳ２１２）。かかるハ
ンドオーバにおいて、ＵＥ１０は、ＵＥ１０とＳＧＷ７０との間に確立された「Ｅ－ＲＡ
Ｂ」を解放して、「ＡＲＰ」に従ってＳＧＳＮ５０等を介してＵＥ１０とＳＧＷ７０との
間に「ＲＡＢ」を確立する。
【００５５】
　なお、変更例１のステップＳ２０８では、「ＡＲＰ」に対しては、「ｅＭＬＰＰ　Ｐｒ
ｉｏｒｉｔｙ」に応じた値は設定されない。また、上述のように、「Ｅ－ＲＡＢ取得優先
情報」は、ＬＴＥ方式の「Ｅ－ＲＡＢ」のみを確立するためのマルチレベルの優先度であ
るため、変更例１のステップＳ２１２では、ＵＴＲＡＮ／ＧＥＲＡＮ方式の「ＲＡＢ」の
確立は、「ｅＭＬＰＰ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ」に従わずに行われる。また、「Ｅ－ＲＡＢ取
得優先情報」と「ＡＲＰ」の情報が異なる場合、ハンドオーバが実施されるまでの間、Ｌ
ＴＥ無線では「Ｅ－ＲＡＢ取得優先情報」に従ったベアラ管理が実施されてもよい。
【００５６】
　ステップＳ２１３～Ｓ２１５は、図４のステップＳ１１３～Ｓ１１５と同様であるため
、説明を省略する。
【００５７】
＜作用・効果＞
　変更例１に係る移動通信システムによれば、ＵＭＴＳ／ＧＰＲＳコアネットワーク２の
ＭＳＣ／ＶＬＲ４０で受信された着信信号に対してマルチレベルの優先度が設定されてい
る場合、当該マルチレベルの優先度と同じレベルの優先度を示すように、「Ｅ－ＲＡＢ取
得優先情報」が設定され、設定された「Ｅ－ＲＡＢ取得優先情報」に従って「Ｅ－ＲＡＢ
」が確立される。したがって、ＭＳＣ／ＶＬＲ４０で高い優先度の着信信号が受信された
場合に、「Ｅ－ＲＡＢ」の確立失敗によるＣＳフォールバック処理失敗を防止できる。
【００５８】
　また、変更例１では、「ＡＲＰ」の値は変更されないので、ＣＳフォールバック処理に
必要な「Ｅ－ＲＡＢ」確立処理についてのみ、ＭＳＣ／ＶＬＲで受信された着信信号に設
定されたマルチレベルの優先度に応じて優先制御を行うことができる。より具体的には、
「ＡＲＰ」の値が変更される場合のように、「Ｅ－ＲＡＢ」の確立処理に加えて、確立し
た「Ｅ－ＲＡＢ」をパケットベアラ「ＲＡＢ」に切り替える処理（ハンドオーバ）につい
ても上述の優先制御を適用するのではなく、変更例１では、ＣＳフォールバック処理に最
低限必要な「Ｅ－ＲＡＢ」の確立処理についてのみ上述の優先制御を適用することができ
る。
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【００５９】
［その他の実施形態］
　上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明
が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。
本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく
修正及び更新態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示説明を
目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【００６０】
１…ＵＴＲＡＮ／ＧＥＲＡＮ、２…ＵＭＴＳ／ＧＰＲＳコアネットワーク、３…Ｅ－ＵＴ
ＲＡＮ、４…ＥＰＣ、１０…ＵＥ、２０…ＮｏｄｅＢ、３０…ＲＮＣ、４０…ＭＳＣ／Ｖ
ＬＲ、５０…ＳＧＳＮ、６０…ｅＮｏｄｅＢ、７０…ＳＧＷ、８０…ＰＧＷ、９０…ＭＭ
Ｅ
 

【図１】 【図２】
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